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研究の背景と目的

　日本は、急速な高齢化と少子化の進行により、かつて経

験したことのない本格的な人口減少社会となる。これに伴

う、我が国の労働力不足、経済社会の持続的発展への影響

が懸念される中、豊かで活力のある社会を築き、維持・発

展していくためには、すべての人が持てる力を発揮して、

支え合う「ユニバーサル社会」を構築していく必要がある。

そのためには、すべての人が安心して円滑に移動できる環

境の整備が必要不可欠である。

　このような中、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用で

きる特定建築物の建築の促進に関する法律」（以下「ハー

トビル法」という）、「高齢者、身体障害者等の公共交通機

関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（以下「交

通バリアフリー法」という）が制定され、特定建築物や公

共交通機関、駅などの旅客施設周辺の道路等におけるハー

ド面でのバリアフリー化が進められてきた。2006年に

は、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

（以下「バリアフリー新法」という）が制定され、一体的・

総合的なバリアフリー施策が推進されている。

　移動環境のバリアフリー化として、高齢者、障がい者を

含む、すべての人が安心して円滑に移動できる環境を実現

するためには、ハード面の整備だけでなく、すべての人の

移動を支援するための情報提供などソフト面での対策の充

実が重要である。

　これらを背景に、本プロジェクトでは「ユニバーサル社

会」の実現に向けた取組の一環として、ユビキタス技術を

活用した自律移動支援システムにより、身体的状況、年齢、

言語等を問わず、「いつでも、どこでも、だれでも」社会

参加や就労などにあたって必要となる「移動経路」、「交通

手段」、「目的地」などの情報を入手することができる環境

を構築することを目的としたものである。

自律移動支援システムの概要

　場所に応じて、利用者属性に対応した移動に関する情報

を提供するためには、緻密で精度の高い位置特定が必要と

なる。そこで、自律移動支援プロジェクトの目的を達成す

るために、あらゆる場所やモノに IC タグ等の位置特定イ

ンフラを配置し、場所やモノに関する情報が提供できるユ

ビキタス技術を活用することとした。自律移動支援システ

ムは「場所情報コード」、「位置特定インフラ」、「歩行空間

ネットワークデータ」、「施設データ」、「アプリケーション・

サービス機能」及び「携帯情報端末」によって構成され、

この構成については、国際標準（ITU－ T勧告H.621及

び ITU－ T勧告 F.771）に対応したものとなっている（図

‒1）。現在地情報の把握としては、利用者の現在地を位置

特定インフラを基に特定し、必要に応じて各種施設データ

や外部のデータベースにもアクセスして情報を受信する。

現在地の把握後、内部の歩行空間ネットワークデータと照

合することで、現在位置の認識と歩行者の検索条件に応じ

た経路案内等（一般ルートと車いす使用者のルート案内等）

の移動支援に関するサービスを受けることができる。
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図‒1　自律移動支援システム構成
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自律移動支援プロジェクト
の取り組み概要

　本プロジェクトは国土交通省が中心となり、ユビキタ

ス技術を活用した自律移動支援システムの実現を目指し、

様々な環境下での実証実験や、技術面・制度面での検討が

進められてきた。（図‒2）

　2004年度には、自律移動支援プロジェクトのコンセ

プトを設定するとともに、システムを構成する要素技術の

検証を行い、位置特定インフラの実用可能性が確認された。

また、場所情報コードとして、柔軟なコード体系を有して

おり、様々なモノを認識、識別することができ、応用性や

多様な展開が図られる汎用的な仕組みとして最適なコード

体系である ucode を使用することとした。

　2005年度には、全国4地区（青森・東京［上野］・愛

知万博・神戸）で一般モニターを対象に実証実験を実施し、

身体的状況等に応じた情報提供方法・提供項目やシステム

の稼働性等を検証し、これら検証結果を踏まえて、技術仕

様書（案）、サービス定義（案）が作成された。

　2006年度には、技術仕様書（案）等に基づく試験的

運用を推進し、全国8地区（青森・東京［銀座］・静岡・

神戸・奈良・堺・那智勝浦・熊本）で実証実験を実施した。

多様な環境下において、様々な特性を有する利用者を対象

に実証実験を積み重ね、技術仕様書（案）が改訂された。

さらに、自律移動支援システムに伴う情報リスクを軽減し、

利用者の保護とシステムの普及、円滑かつ健全な利用を促

進するため、「自律移動支援システム情報セキュリティガ

イドライン」が策定された。

　2007 年度には、定常的なサービスの提供に向けて、

段階的なサービス実現の考え方を整理した上で、情報提供

対象と情報提供内容、情報提供のタイミング、情報提供手

法等を定めた「サービス内容案」を作成するとともに、「官

民連携運用モデル（案）」が策定され、官と民の役割分担

による運用方針も整理している。さらに、技術的要件や発

注仕様としての妥当性等の観点から「位置特定インフラ機

器仕様（案）」を改訂し、歩行経路のバリア情報の作成・

交換を円滑に行うために「歩行空間ネットワークデータ作

成要領（案）」が策定された。また、これら検討に必要と

なるデータを取得するため、全国8地区（青森・東京［銀

座］・静岡・豊田・神戸・奈良・那智勝浦・熊本）で実証

実験を実施した。

　2008年度には、翌年度以降の定常的なサービス提供

を目指して、民間企業等を公募し、官と民がそれぞれの役

割を分担した元での実証実験を全国5地区（東京・豊田・

高山・神戸・奈良）で実施し、サービス／システム、イン

フラ等の仕様、事業性・継続性の観点から総合的な検証を

行った。

2008年度実証実験
における取り組み

　2008年度の実証実験は、2009年度以降の展開に必

要となる具体的な検討材料を得るための検証を行うことが

目的であった。検証項目については、プロジェクト全体で

設定した。官と民の役割分担については、位置特定インフ

ラ等を実験実施主体が整備し、公募により選定された民間

企業等がプロジェクトにおいて実現を目指すサービスを提

供することとした（図‒3）。全国5地区において民間企業

を公募した結果、4団体から参加申し込みがあった。各企

業のサービス提案を整理すると、2008年度に実現を目

指した46サービスのうち、38サービスが提供（表‒1）

され、提案内容と地域の特徴に応じた利用者による有用性

の検証を行った。

　併せて、システムの有用性、インフラ等の仕様、事業性・

継続性の観点から総合的な検証を行った。

1　東京地区における取り組み
　東京［銀座］地区は、地下空間を含んでいることから、

地下から地上へのスムーズな移動案内が求められている。

また、日本を代表する繁華街であり、エリア全域に商業施

設が存在し、多くの外国人観光客も訪れるため、多言語で

図‒2　プロジェクトの取り組み概要
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の情報提供が求められるといった地域の特徴がある。その

ため、利用者の属性に応じて地下から地上までシームレス

な移動案内サービスを提供し、定常的なサービス提供に向

けて、官民連携による総合的な検証・評価を行った。

2　高山地区［岐阜県］における取り組み
　岐阜県高山市は、バリアフリー、ユニバーサルデザイン

のまちづくりを推進している。実験を実施したエリアは、

JR高山駅から主要な観光地である「古い町並」に至るエ

リアであり、主要な観光施設、公共施設などが存在するた

め、観光客への移動案内が求められる。また、外国人が多

く訪れるため、多言語での観光情報などの提供が行われて

いるといった地域の特徴がある。そのため、利用者の属性

に応じたサービスを提供し、定常的なサービス提供に向け

て官民連携による総合的な検証・評価を行った。

3　豊田地区［愛知県］における取り組み
　愛知県豊田市では、鉄道（複数）、バスなどの公共交通

機関による実験地区へのアクセスを想定して実証実験を

行った。本地区は、地上部とペデストリアンデッキからな

る階層構造を含む地区である。また、「みちナビとよた」等、

豊田市が運営するサイトで観光・地域情報を提供中といっ

た地域の特徴がある。そのため、利用者の属性に応じて、

駅構内やペデストリアンデッキ下部など、GPSが安定し

て受信できない複雑な環境下で歩行者移動支援サービスを

提供し、定常的なサービス提供に向けて官民連携による総

合的な検証・評価を行った。

4　神戸地区における取り組み
　神戸地区は、三宮周辺地区と神戸空港にて実験を行った。

三宮周辺地区［三宮駅］は、公共交通機関が集中する相互

の乗り換えが多い交通結節点であり、三宮駅周辺には、地

下街や大規模なデパート、南京町等の観光地も多く含まれ

る。本地区は地下空間を含む交通結節点であり、地下から

地上へのスムーズな移動案内が求められるといった地域の

特徴がある。そのため、利用者の属性に応じて地下から地

上までシームレスな移動案内サービス（公共交通機関の利

用を含む）を提供し、定常的なサービス提供に向けて官民

図‒3　2008年度実験における官民役割分担

表‒1　 プロジェクトが2008年度に実現を目指したサー
ビスの参加民間企業からの提案状況
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の連携による総合的な検証・評価を行った。

5　奈良地区における取り組み
　奈良地区は、世界遺産として登録されている「古都奈良

の文化財」地区である。外国人などの観光客が多く訪れる

ため、外国語での情報提供が求められる。また、本地区は

2つの観光地から構成される広域的なエリアであり、広域

的な移動をスムーズに行うための移動案内が求められると

いった地域の特徴がある。そのため、利用者の属性に応じ

たサービスを提供するとともに、エリア間の広域的な移動

をスムーズに行うためのサービスを提供し、定常的なサー

ビス提供に向けて官民連携による総合的な検証・評価を

行った。

得られた成果・課題

1　サービス・システムに関する成果・課題
　各地のアンケート結果を総合すると、サービスの有用性

については、健常者及び障がい者を含め、8割弱の方から

有用であるとの評価を得た（図‒4）。しかし、システムが

一部安定しなかったこともあり、システム毎に「画面表示」

「音声案内」「振動による情報提供」「機器の操作性」等様々

な改善要望が挙げられた。今後の課題として、ユーザーイ

ンターフェースを考慮したアプリケーション・サービスの

改善が必要である。

　車いす使用者に対するサービスとして実施した、歩行空

間ネットワークデータを活用し、段差や幅員等を考慮した

バリアフリー経路探索や移動案内に対する利用者の評価

は、約7割の方から「とても役立つ」、「ある程度役立つ」

という評価を得た（図‒5）。しかし、介助者の有無や障害

の程度、車いすの種類等により、走行可能な状況が異なる

ことから、これらへの対応を含めた経路探索機能の向上が

必要である。

　聴覚障がい者に対するサービスとして実施した、携帯

端末の振動機能による情報提供に対する利用者の評価は、

サービス全体の評価と同様に、8割弱の方から「非常に有

用」「有用」という評価を得た。しかし、情報提供のタイ

ミング精度向上と情報種別毎に振動を区分すること、端末

の振動の強度について課題があることが判明した。（図‒6）

　視覚障がい者に対するサービスとして実施した、電波

マーカーと視覚障がい者誘導用ブロックを併用した移動案

内については、利用者の約9割の方から「とても役立つ」

表‒2　2008年度実証実験検証項目

表‒3　各地の実験参加者一覧
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図‒4　サービス全体の有用 図‒5　 バリアフリー経路探索・
移動案内情報の有用
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「ある程度役立つ」との評価を得た（図‒7）。一方で、情

報の正確さや情報提供に際してタイミングを重視したサー

ビスの提供について課題も見受けられる。

　外国人向けの多言語による情報提供については、利用者

の8割強の方から「とても役立つ」「ある程度役立つ」と

の評価を得た（図‒8）。システムの安定性・操作性に対す

る改善要望も出されている。今後ユーザーインターフェー

スの見直しを含めた改善が必要である。

2　システムに必要な機器等の使用の成果・課題
　「場所情報コード」については、2005年度に場所情報

コードが具備すべき要件が定められ、実証実験において一

定の実用性が確認されていることから ucode を活用して

いる。なお、現在 ucode を含んだ ID コード体系に関す

る国際標準が ITUで審議されているため、その勧告が成

立した場合には、技術仕様への反映を行う必要がある。

　「位置特定インフラ」については、「電波マーカー」、「IC

タグ」、「ICタグ付き視覚障がい者誘導用ブロック」、「QR

コードタグ」、「赤外線マーカー」、「地上補完システム

（IMES）」、「照明器具を用いた可視光線通信」の7種類に

ついて、2008年度の実証実験において適合性を検証し

た。その結果、「赤外線マーカー」、「IMES」、「可視光線通信」

については、継続的に国際標準への対応や技術開発状況を

踏まえた検証を行う必要があるとされた。

　2008年度の実証実験では、2007年度に作成した歩

行空間ネットワークデータの仕様を利用して、データの整

備及びサービスの提供を行った。その結果、データ作成時

に「道路空間のどこを歩行空間とみなしデータ取得すべき

か」「リンクの属性項目としてバリアフリー経路の案内に

必要な路面状況や通行条件などの収集が必要である」との

課題が浮き彫りとなった。また、当初、規定していたデー

タの保存形式は、民間サービス事業者が歩行空間ネット

ワークデータを取込む際に障壁となることが明らかとなっ

た。これらの課題の改善点は、技術仕様に反映されている。

　また、サービスを提供する上で必要となる施設データと

しては、「公共用トイレ」、「公共施設」、「病院」、「指定避

難所」を定めて実証実験にて確認を行った。その結果、サー

ビス提供内容によって必要とされる施設情報が異なること

から、各施設に関して取得すべきデータ項目を再度整理し、

技術仕様に反映している。

3　官民の役割分担の成果・課題
　今後の定常的なサービス提供時の役割分担については、

公的主体がインフラ等を整備・提供し、民間企業等がそれ

らを活用して各種サービスを提供するモデルを作成した。

（図‒9）

図‒6　振動機能を活用したサービスの有用性
（左：体験者全体、右：聴覚障がい者）

図‒7　視覚障がい者向け移動 図‒8　 外国人へのサービス提
供の有用性

図‒9　定常的なサービス提供に向けた役割分担イメージ
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　サービスを提供する媒体の携帯端末については、不特定

多数の人が自ら保有する携帯端末の利用が望まれている。

ただし普及移行期間あるいは限られたエリアでのサービス

提供については、携帯端末を貸し出す場合もあり得る。図

‒9の役割分担で今後定常的にサービスを提供する場合の

課題としては、以下の2点が挙げられる。

（1） インフラ等の全国整備・管理に係る事業スキームの

確立

　インフラ等の整備は、初期費用や管理（更新）に多額の

費用を要する。しかし、サービスが提供されることによる

社会的効果として、事故の減少や外出時の介助負担の減少

による安全性・安心感の向上、外出機会の増大に伴う消費

活動の増大、また、回遊性向上による地域活性化・雇用創

出など様々な効果が考えられる。このことから、公的主体

が位置特定インフラ等の整備を行うことの意義は大きいと

考えられる。このことから、位置特定インフラ等の全国整

備・管理にあたっては、社会的コンセンサスを得た上で、

法制度に基づく事業スキームを確立し、インフラ等整備・

管理主体の負担を軽減することが必要である。

（2） 民間事業者の参入促進、サービス利用者数の増大（積

極的な端末販売、サービス提供の促進）

　今後サービスの全国的普及を図るためには、民間事業者

の参入を促進する必要がある。そのためには、位置特定イ

ンフラ・歩行空間ネットワークデータ等を全国統一仕様に

準拠したデータとして整備し、インターネット等を通じて

一元的に公開できる仕組みを構築することが重要である。

　しかし、自律移動支援システムが提供を目指すサービス

のみでは民間事業者の事業採算性を確保することが必ずし

も期待できない。そのため、民間事業者の事業リスクを低

減させ、積極的な端末販売、サービス提供を促進するには、

幅広い利用者層を対象とした多様なサービス展開を可能と

し、サービス利用者数の増大を図ることが重要である。こ

のため、位置特定インフラの全国仕様等の策定・規格化に

あたっては、民間事業者等が創意工夫により多様なサービ

ス展開を行えるように配慮するなど、環境を整えることも

重要な課題である。

4　官民の役割分担の成果・課題
　5年間の取組みによって、実用化に向けたシステムを構

成する要素技術の検証が行われてきたが、現時点ですべて

の人が満足できるシステムの実用化には至っていない。例

えば、視覚障がい者の移動案内については、IC タグ付き

視覚障がい者誘導用ブロックと IC タグリーダー機能を有

する白杖との組み合わせにより可能ではあるものの視覚障

がい者誘導用ブロックに沿って移動しているとの前提であ

り、ブロックから大きく外れた場合に必要な情報を提供す

ることは実現していないのが現状である。また、視聴覚障

がい者向けのサービスとして、情報提供されたことを振動

により通知するサービスは実現しているが、振動の違いに

よって情報内容を伝えることについては技術的には可能で

あるものの実現には至っていない。

　一方、これまで実証実験で検証された要素技術と、民間

において進められてきた携帯電話分野の普及・発展等を各

種情報通信技術を組合せることによって、限られたサービ

スではあるが、一連のシステムが構築できたと考えられる。

例えば、歩行空間ネットワークデータを整備し、それを民

間事業者が活用することによって、車いす使用者からの

ニーズが高いバリアフリー経路の探索が可能となった。ま

た、電波マーカー等の位置特定インフラとそれに対応した

携帯端末を組合せることにより、探索された経路に沿った

移動案内が、地上のみならず地下や建物の中においても可

能となった。

　このように限られたサービスに関連する技術について

は、実用化の目途が立ったものの、定常的に提供するにあ

たっては、整備費用の問題を含め解決すべき課題がまだ多

く残されている。

　今後は官と民とがそれぞれの役割を分担した上で、位置

特定インフラや歩行空間ネットワークデータの整備を全国

展開するとともに、効率的な管理体制を構築することが必

要である。さらに、サービス内容、提供方法、ユーザーイ

ンターフェースの向上なども、実用化に向けて解決を図る

べき課題として挙げられる。

　2009年度以降も、これらの課題の解決を図りながら、

提供できなかったサービスを含めたサービス全体が提供可

能となるよう調査・検討、技術開発と併せて、地域への展

開に向けた取組等を積極的に行う必要がある。国土交通省

では2009年度に「モビリティサポートモデル事業」（図

‒10）を創設し、地方公共団体等に対して支援することと

している。この事業で得られた成果を全国的に水平展開す

ることにより、ユビキタス技術を活用した自律移動支援シ
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ステムの普及を図ることとしている。

　これまでの5年間の成果と課題に新たな事業での成果

も合わせ、すべての利用者にとって使い勝手のよいものと

するには、「いま、ここで、あなたに」必要な移動に関す

る情報が提供できるということが重要である。

　今後も、プロジェクトの可能性をさらに広げるとともに、

自律移動支援システムの社会への実装を進めることによっ

て、元気な日本に向けて1日も早いユニバーサル社会の

実現を期待する。そのような中にあって、すべての人が互

いに助け合うという “ 人の心の社会基盤 ” が重要であるこ

とを忘れてはならない。

今年度の取り組み

　モビリティサポート事業は、全国7箇所（千葉県いす

み市、東京都中央区、墨田区、神戸市、奈良県橿原市、高

図‒10　モビリティサポートモデル事業

知県室戸市、福岡市）において、ユビキタス技術を活用し

た観光情報や移動情報の提供を展開している。

　また、従来より継続して実施している「東京ユビキタス

計画・銀座」では、ホテルや観光事業者による機器の貸し

出しによるサービス提供を行い、実運用に向けた新たな取

組みを進めている。

おわりに

　実験を通じて、技術的な見通しはついてきたが、今後一

般への普及を目指した法的な整理や継続的な維持管理に向

けた体制、仕組みに関する検討を続けていく必要がある。

また、情報通信技術の進歩は著しく新たな技術への柔軟な

対応も重要である。これらを踏まえ、当初の目的であるユ

ニバーサル社会の実現に向けて歩み続けていきたい。




